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（
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一
三
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答

弁

第

一

三

号 

   

衆
議
院
議
員
稲
葉
誠
一
君
提
出
鈴
木
内
閣
の
「
公
約
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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閣
衆
質
九
六
第
一
三
号 

昭
和
五
十
七
年
六
月
二
十
九
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衆
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議

長 
福 
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内
閣
総
理
大
臣 

鈴 

木 

善 

幸 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
稲
葉
誠
一
君
提
出
鈴
木
内
閣
の
「
公
約
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

鈴
木
内
閣
と
し
て
は
、
公
約
を
定
義
し
、
そ
の
上
で
あ
る
具
体
的
な
政
策
が
そ
れ
に
当
た
る
か
否
か
の
区
別 

を
し
た
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
、
一
般
的
に
、
内
閣
が
国
民
あ
る
い
は
外
国
に
対
し
て
政
策
を
表
明
す
る
方
法 

は
限
定
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
鈴
木
内
閣
と
し
て
ど
の
よ
う
な
政
策
を
重
点
的
に
推
進
す
る
か
に 

つ
い
て
は
、
鈴
木
内
閣
発
足
以
来
の
国
会
に
お
け
る
政
府
演
説
等
に
よ
り
御
承
知
願
い
た
い
。 

な
お
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
閣
僚
が
国
会
に
お
い
て
表
明
す
る
政
策
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
地
位
に
か
ん
が 

み
れ
ば
、
そ
の
誠
実
な
実
行
に
対
す
る
責
任
は
重
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。 

三
に
つ
い
て 

鈴
木
内
閣
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
、
行
政
の
改
革
、
財
政
の
再
建
、
国
際
経
済
摩
擦
の
解
消
、
対
外
経
済
協 



で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
、
着
実
に
挙
が
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

を
目
指
し
て
、
諸
政
策
の
遂
行
に
努
め
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

力
の
推
進
、
総
合
安
全
保
障
の
確
立
な
ど
そ
の
重
点
政
策
に
つ
い
て
、
全
力
を
傾
け
て
遂
行
し
て
い
る
と
こ
ろ 

鈴
木
内
閣
と
し
て
は
、
今
後
と
も
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
つ
つ
、
国
民
の
納
得
が
得
ら
れ
る
成
果
の
実
現 

四 

 




